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建築確認申請手続きが大きく変わります
４月に建築基準法、建築物省エネ法が改正

　令和７年４月から、建築基準法および建築物省
エネ法の改正により、建築確認申請手続きが大き
く変わります。
　これまで町では、２階建て以下かつ延べ面積
500㎡以下の木造戸建住宅等は、工事着工前の建
築確認申請や工事完了後の完了検査等が必要あり
ませんでした。これからは、２階建て以上または
延べ面積200㎡を超える建築物は、建築確認申請
が必要になります。

　令和７年４月１日以降に着工する工事が対象と
なりますので、新築や大規模な模様替えをご検討
の方はご注意願います。また、上記以外にもその
他法改正施行が予定されていますので、詳しくは
下記までお問い合わせ願います。

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１
　３７２－７-５２９４）へ。

Ｒ６年分所得税額の定額減税が実施されます
函館税務署からのお知らせ

　令和６年分所得税について、定額による所得税
額の特別控除（定額減税）が実施されることとな
りました。定額減税の実施方法は、所得の種類に
よって異なります。

○給与所得者
　令和６年６月１日以後、最初に支払われる給与
等（賞与を含む）に係る源泉徴収税額から定額減
税額に相当する金額を控除し、控除しきれなかっ
た場合は、以後令和６年中に支払われる給与等に
係る源泉徴収税額から順次控除されますが、次の
①～③に該当する場合などは、確定申告で最終的
な特別控除の額を計算の上、納付すべきまたは還
付される所得税の金額を精算することになります。

①主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万
　円を超えるとき
②年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収につ
　いて特別控除の額の控除が行われていない（ま
　たは控除しきれない額がある）とき
③年末調整において、所得税額から特別控除の額
　を控除した際、控除しきれない額が生じ、次に
　該当するとき
　・給与所得以外の所得がある
　・退職所得に係る源泉徴収税額がある
　・２か所以上から給与の支払いを受けている

○公的年金等受給者
　令和６年６月１日以後、最初に厚生労働大臣等
から支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額か
ら定額減税額に相当する金額を控除し、控除しき
れなかった場合は、以後令和６年中に支払われる
公的年金等に係る源泉徴収税額から順次控除され
ますが、給与と公的年金等に係る両方の所得を有
する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係
る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をし
ないときを除き、確定申告で所得税額から最終的
な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納
付すべきまたは還付される所得税の金額を精算す
ることになります。
○事業所得者・不動産所得者等
　原則として、令和６年分の所得税の確定申告（令
和７年１月以降）の際に、所得税の額から定額減
税額を控除します。

▼お問い合わせは、函館税務署（０１３８－３１
　－３１７１）へ。
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